
【募集要項・求人票参考例】こども性暴力防止法「学校設置者等（保育所）の場合」

①と②の事項に対応した上で、求職者に特定性犯罪前科の有無を事前に確認した結果、本人から特定性犯
罪前科がない旨の申告があったものの、実際には特定性犯罪前科があった場合、内定取消事由や懲戒事由
等としての「重要な経歴の詐称」に該当するものと考えられます。
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■こども家庭庁「別紙３」の説明文を引用しNSRで編集

■情報管理の5つの基本義務

■こども家庭庁「別紙３」の記載例を引用しNSRで編集

■情報の保存期間と廃棄ルール

出典：【こども家庭庁ホームページ「【別紙３】 募集要項・求人票参考例」を引用し編集】

① 特定性犯罪前科があることが確認された場合など

犯罪事実確認の結果、従事者に特定性犯罪前科があることが確認された場合などは、防止措置として、従事者の
配置転換や業務範囲の限定、内定取消しや試用期間中の解約、普通解雇、懲戒処分など雇用管理上の措置が
必要です。

対象事業者等には、以下の5つの対応が義務付けられています。

② 目的外利用・第三者提供の禁止
裁判所の手続や捜査等の例外を
除き、提供・利用は禁止 。

③ 重大事態の報告
漏えい等の事案が発生した際は、
直ちにこども家庭庁へ報告すること 。

④ 廃棄・消去の徹底
定められた期限（後述）までに
確実に廃棄・消去すること 。

⑤ 機微情報の保護
被害児童等から聴取した情報も、犯
罪事実に準じて厳格に取り扱うこと 。

事業者は、適正な管理を行うために「情報管理規程」を定め、遵守しなければなりません。

【基本原則】
・情報を取り扱う者は必要最小限に限定する 。
・犯罪事実確認書の内容の記録・保存は極力避ける 。
・やむを得ず保存する場合は、漏えいリスクに応じ
た措置を講じる 。

【管理体制の整備】
・「管理責任者」を設置し、役割と責任を明確にす
る 。

・法や規程に違反する兆候を把握した際の報告連絡
体制を整える 。

■4つの安全管理措置（具体的な実施事項）

犯罪事実確認記録等は、以下のいずれか早い方の期限が経過する日までに廃棄・消去しなければなりません 。

○犯罪事実確認の日から5年後の年度末から起算して30日以内 。

○本人の離職等の日から30日以内 。

○事業者が対象事業者に該当しなくなった日から30日以内 。

■罰則規定
犯罪事実確認書に記載された情報をみだりに他人に知らせたり、不当な目的で利用・提供したりした場合に
は、刑罰が科されます 。事業者の社会的信用を失墜させないためにも、徹底した管理が求められます。

② 採用選考に際して

採用選考に際しては、雇用管理上の措置の有効性を巡るトラブルを防ぐため、

① 内定通知書等に内定取消事由として、就業規則に試用期間中の解約事由や懲戒事由等として、それぞれ
「重要な経歴の詐称」等を定めて周知しておく

② 採用募集要項の採用条件に、特定性犯罪前科がないこと等を明示する

③ 誓約書、履歴書等を通して、特定性犯罪前科の有無等を書面等で明示的に確認する

ことで、「重要な経歴の詐称」を理由とする雇用管理上の措置の適法性が確保されるような対応を行うことが適当で

す。

業務内容 雇入れ直後）保育業務
変更の範囲）法人の定める業務

契約期間 なし

試用期間 （○か月）

就業場所 雇入れ直後）○○○○保育園
変更の範囲）当法人の定める場所

就業時間 :00～19:00のうち7:45時間
シフト勤務例）7：30～16：00、9：00～17：30、10：00～18：30 など

休憩時間 :00～12:45 ※ただし、11:00から14:00の間に交代制で付与

休日 、祝日（年末年始を含む）

時間外労働 （月平均○○時間）

賃金 基本給：月給 ○○万円（ただし、試用期間中は月給○○万円）
手 当：通勤手当（通勤定期代を支給、ただし上限○万円）
賞 与：夏、冬（令和〇年度実績 年○か月）

各種保険 、厚生年金保険、雇用保険、労災保険

受動喫煙防止措置 禁煙

募集者の氏名又は名称 ○○○○

特記事項 本業務へ従事するに当たっては、令和８年12月25日に施行される学校

に関する法律（令和６年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」
す。）に基づき、
必要となります。
特定性犯罪の前科がある場合（特定性犯罪事実該当者の場合）は、
暴力防止法に基づき、
るため、当法人の採用条件の一つとして、
めることとしています。
このため、予め、採用選考過程において、誓約書や履歴書等により、
犯罪の前科の有無を確認いたします。

「特定性犯罪」、「特定性犯罪事実該当者」
ください。

記載項目 記載例

①業務内容 （雇入れ直後）保育業務
（変更の範囲）なし

②契約期間 期間の定めなし

③試用期間 試用期間あり（○か月）

④就業場所 （雇入れ直後）○○○○保育園
（変更の範囲）当法人の施設

⑤就業時間 7:15～18:30のうち7.5時間（シフト勤務）

⑥休憩時間 12:00～13:00

⑦休日 土日、祝日（年末年始を含む）

⑧時間外労働 あり（月平均○○時間）

⑨賃金 月給 ○○万円（ただし、試用期間中は月給○○万円）

⑩加入保険 雇用保険、労災保険、厚生年金、健康保険

⑪受動喫煙防止措置 屋内禁煙

⑫募集者の氏名又は名称 社会福祉法人○○○○

⑬特記事項 ・本業務へ従事するに当たっては、令和８年12月25日に施行されます「学校設
置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための
措置に関する法律（令和６年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」とい
います。）」に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実
確認が必要となります。

・特定性犯罪の前科がある場合（特定性犯罪事実該当者の場合）は、こども性
暴力防止法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があ
るため、当法人の採用条件の一つとして、特定性犯罪の前科がないことを求
めることとしています。

・このため、予め、採用選考過程において、誓約書や履歴書等により、特定性
犯罪の前科の有無を確認いたします。

※「特定性犯罪」については、こども性暴力防止法第２条第７項の規定、「特
定性犯罪事実該当者」については、こども性暴力防止法第２条第８項の規定
によります。
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